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令和８年度北海道三笠高等学校一般入学者選抜実施要項 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年 11月 教育長決定） 

 

 

　この要項（以下「三笠一般要項」という。）は、令和８年度の北海道三笠高等学校の入学者の選

抜（推薦による入学者を除く）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１　募 集 人 員 

　　食物調理科調理師コース　20 名　　　食物調理科製菓コース　20 名 

 

 

２　出 願 資 格 

　　令和８年度道立高等学校一般入学者選抜実施要項（以下「道立一般要項」という。）の「２ 

出願資格」に準じる。 

 

 

３　出願できる学科（コース） 

　　北海道三笠高等学校食物調理科については調理師コース及び製菓コースがあり、出願するコー

ス以外のコースを第２志望とすることができる。なお、入学者は、コース別に選抜を行うものと

する。 

 

 

４　出 願 の 受 付 

　　道立一般要項の「５ 出願の受付」に準じる。 

 

 

５　出 願 の 手 続 

　(1) 出願者の手続 

　　　出願者は、次の書類を、現に在学し、又は卒業した中学校又は義務教育学校の校長（以下

「中学校長」という。）を経由して、北海道三笠高等学校の校長（以下「高等学校長」とい

う。）に提出すること。ただし、令和８年（2026 年）３月 31 日に満 18 歳以上の者（平成 20

年（2008 年）４月１日以前に出生した者。以下「成人」という。）が出願する場合は、次のア

～ウの書類に出願資格が分かる書類を添付して、直接高等学校長に提出すること。 

 【留意事項】 

　北海道三笠高等学校推薦入学者選抜実施要項、北海道三笠高等学校地

域指定校推薦入学者選抜実施要項、道立一般要項、道立高等学校推薦入

学者選抜実施要項、連携型中高一貫教育を実施する道立高等学校入学者

選抜実施要項、北海道有朋高等学校入学者選抜実施要項及び道立高等学

校への道外からの出願に係る入学者選抜実施要項並びに市町村立高等学

校の入学者選抜実施要項により出願した者は、同時にこの要項により出

願することはできない。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「５ 出願の受付」の【留意事項】に準じる。
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　　ア　入学願書 

　　　　道立一般要項の「６　出願の手続」の「(1)出願者の手続」「ア　入学願書（ウェブ申請

用）」に準じる。ただし、入学検定料に関しては該当しない。 

　　イ　入学検定料 

　　　　三笠市立高等学校入学料等条例（平成 22年９月 30日条例第 23号）に定める金額（2,200

円）を郵便為替（定額小為替）により入学願書に添えて提出すること。 

　　　　その際、受取人指定欄には何も記入しないこと。 

　　ウ　写真台紙及び受検票 

　　　　道立一般要項の「６　出願の手続」の「(1)出願者の手続」「イ　写真台紙（ウェブ申請

用）（別記様式１）に準ずる。 

　(2) 中学校長の手続 

　　　道立一般要項の「６ 出願の手続」の「(2)中学校長の手続」に準じる。 

　(3) 高等学校長の手続 

　　　道立一般要項の「６ 出願の手続」の「(3)高等学校長の手続」に準じる。 

 

 

６　出願状況の発表 

　　道立一般要項の「７ 出願状況の発表」に準じる。 

 

 

７　出 願 変 更 

　　道立一般要項の「８ 出願変更」に準じる。なお、北海道三笠高等学校食物調理科の調理師コ

ース及び製菓コースに出願した場合のコースの変更は、コースの第１志望及び第２志望について

は、１回出願を変更することができる。 

 

 

８　学 力 検 査 

　　道立一般要項の「９ 学力検査」に準じる。 

 【留意事項】 

　道立一般要項の「６ 出願の手続」の【留意事項】に準じる。 

　ただし、(1)のアの【留意事項】２の(2)の第３志望については該当し

ない。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「６ 出願の手続」の「(2)中学校長の手続」の【留意

事項】に準じる。ただし、アの留意事項の１については該当しない。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「６ 出願の手続」の「(3)高等学校長の手続」の【留

意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「８ 出願変更」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「９ 学力検査」の【留意事項】に準じる。 

　ただし、(5)の下の留意事項の２の(4)における「所轄の教育局長及び

学校教育局学力向上推進課長」を「三笠市教育委員会教育長、北海道教
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９　面　接　等 

　　道立一般要項の「10 面接等」に準じる。 

 

 

10　学力検査及び面接等の会場 

　　道立一般要項の「11 学力検査及び面接等の会場」に準じる。 

 

 

11　委 託 受 検 

　　道立一般要項の「12 委託受検」に準じる。 

 

 

12　追　検　査 

　　道立一般要項の「13 追検査」に準じる。 

 

 

13　入 学 者 の 選 抜 

　　道立一般要項の「14 入学者の選抜」に準じる。 

 

 

14　合 格 発 表 

　　道立一般要項の「15 合格発表」に準じる。 

 

 

15　合 格 者 の 追 加 

　　道立一般要項の「16 合格者の追加」に準じる。 

 育庁空知教育局長及び学校教育局学力向上推進課長」とする。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「10 面接等」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「11 学力検査及び面接等の会場」の【留意事項】に準

じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「12 委託受検」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「13 追検査」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「14 入学者の選抜」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「15 合格発表」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「16 合格者の追加」の【留意事項】に準じる。
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16　第 ２ 次 募 集 

　　道立一般要項の「17 第２次募集」に準じる。 

　　ただし、(6)における入学願書及び入学検定料については、三笠一般要項の「５ 出願の手続」

に定めるものとする。 

 

 

17　道外からの出願者の手続 

　　道立一般要項の「18 道外からの出願者の手続」に準じる。 

 

 

18　学力検査の得点の情報提供 

　　道立一般要項の「19 学力検査の得点の情報提供」に準じる。 

 

 

19　三笠市教育委員会及び北海道教育委員会への報告 

　　道立一般要項の「20 北海道教育委員会への報告」に準じる。 

　　ただし、「教育局」を「三笠市教育委員会学校教育課及び教育局」に読み替えるものとする。 

 

 

20　そ　の　他 

　　道立一般要項の「21 その他」に準じる。 

　　ただし、「学校教育局学力向上推進課長」は「三笠市教育委員会学校教育課長及び学校教育局

学力向上推進課長」に読み替えるものとする。 

 

 

 【留意事項】 

　道立一般要項の「17 第２次募集」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「19 学力検査の得点の情報提供」の【留意事項】に準

じる。

 【留意事項】 

　道立一般要項の「21 その他」の【留意事項】に準じる。
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収入証紙の貼り付けは不要です
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令和８年度北海道三笠高等学校推薦入学者選抜実施要項 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年 11月 教育長決定） 

 

 

　この要項（以下「三笠推薦要項」という。）は、令和８年度の北海道三笠高等学校の推薦による

入学者の選抜の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１　出 願 資 格 

　　令和８年度道立高等学校推薦入学者選抜実施要項（以下「道立推薦要項」という。）の「３ 

出願資格」の(1)に準じる。 

　　なお、出願できる者の範囲は、三笠市立高等学校通学区域規則（平成 24年三笠市教委規則第

７号）第２条による者とする。（道内全域の就学希望者） 

 

 

２　推薦による入学者の範囲 

　　地域指定校推薦枠を含め、募集人員の 60％程度の数とする。ただし、地域指定校推薦枠につい

ては北海道三笠高等学校地域指定校推薦入学者選抜実施要項によるものとする。 

 

 

３　出 願 の 受 付 

　　道立推薦要項の「４ 出願の受付」に準じる。 

 

 

４　出 願 の 手 続 

　(1) 出願できる学科 

　　　全日制課程 食物調理科　調理師コース又は製菓コースとする。 

　　　なお、第２志望を志望することはできない。 

　(2) 出願書類の提出及び受付 

　　ア　出願者の手続 

　　　　出願者は、次の書類を、現に在学し、又は卒業した中学校又は義務教育学校の校長（以下

 【留意事項】 

１　北海道三笠高等学校一般入学者選抜実施要項、北海道三笠高等学校

地域指定校推薦入学者選抜実施要項、道立高等学校一般入学者選抜実

施要項、道立推薦要項、連携型中高一貫教育を実施する道立高等学校

入学者選抜実施要項、北海道有朋高等学校入学者選抜実施要項及び道

立高等学校への道外からの出願に係る入学者選抜実施要項並びに市町

村立高等学校の入学者選抜実施要項により出願した者は、同時にこの

要項により出願することはできない。 

２　令和８年（2026 年）３月末日までに、文部科学大臣が中学校の課程

と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了する見込みの者は、出願することができる。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「４ 出願の受付」の【留意事項】に準じる。
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「中学校長」という。）を経由して、北海道三笠高等学校の校長（以下「高等学校長」とい

う。）に提出すること。 

　　　(ｱ) 入学願書 

　　　　　道立推薦要項の「５　出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」「ア　出願者の

手続」「(ｱ)入学願書（ウェブ申請用）」に準じる。ただし、入学検定料に関しては該当

しない。 

　　　(ｲ) 入学検定料 

　　　　　三笠市立高等学校入学料等条例（平成 22 年９月 30 日条例第 23 号）に定める金額

（2,200 円）を郵便為替（定額小為替）により入学願書に添えて提出すること。その際、

受取人指定欄には何も記入しないこと。 

　　　(ｳ) 写真台紙及び受検票 

　　　　　道立推薦要項の「５　出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」「ア　出願者の

手続」「(ｲ)写真台紙（ウェブ出願用）」及び「(ｳ)受験票（ウェブ申請用）」に準じる。 

　　　(ｴ) 自己推薦書（全日制課程受検者用）（道立推薦要項の別記様式１による。） 

　　イ　中学校長の手続 

　　　　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」のイに準じる。 

　　ウ　高等学校長の手続 

　　　　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」のウに準じる。 

 

 

５　出願状況の発表 

　　道立推薦要項の「６ 出願状況の発表」に準じる。 

 

 

 【留意事項】 

　成人の出願資格がわかる書類については、卒業証明書又は卒業証書の

写し等、高等学校長が出願資格があると判明できるものであること。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2) 出願書類の提出及び受付」

のアの(ｱ)の【留意事項】に準じる。 

　なお、「出願学科」では、志望するコース名を選択すること。また、

「第２志望」「第３志望」は「－（第２志望なし）」「－（第３志望な

し）」を選択すること。

 【留意事項】 

　(ｴ)の用紙は、出願者本人が学校教育局学力向上推進課のウェブページ

から様式をダウンロードした上で、必要事項を入力又は記入し作成する

こと。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2) 出願書類の提出及び受付」

のイの【留意事項】に準じる。ただし、留意事項の３については該当し

ない。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2) 出願書類の提出及び受付」

のウの【留意事項】に準じる。
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６　出 願 変 更 

　　道立推薦要項の「７ 出願変更」に準じる。 

 

 

７　面　接　等 

　　道立推薦要項の「８ 面接等」に準じる。 

 

 

８　選 抜 の 方 法 

　　高等学校長は、「入学者選抜委員会」などで、次に示す資料を総合的に評価し、合格内定者を

決定すること。 

　　(1) 出願者から提出された自己推薦書 

　　(2) 中学校長から提出された個人調査書 

　　(3) 面接の結果 

 

 

９　合格内定者の通知及び入学の確約 

　　道立推薦要項の「10 合格内定者の通知及び入学の確約」に準じる。 

 

 

10　合格内定者数の発表 

　　道立推薦要項の「11 合格内定者数の発表」に準じる。 

 

 

11　再　出　願 

　　道立推薦要項の「12 再出願」に準じる。 

 

 

12　合 格 発 表 

　　道立推薦要項の「13 合格発表」に準じる。 

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「８ 面接等」の【留意事項】に準じる。ただし、「学

校教育局学力向上推進課長と協議する」を「三笠市教育委員会学校教育

課長及び学校教育局学力向上推進課長と協議する」とする。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「10 合格内定者の通知及び入学の確約」の【留意事

項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「12 再出願」の【留意事項】に準じる。また、再出願

する場合は、再出願願（道立推薦要項別記様式９）及び再出願通知書

（道立推薦要項別記様式 11）の学科の欄に、（ ）書きでコース名も記

入すること。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「13 合格発表」の【留意事項】に準じる。
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13　三笠市教育委員会及び北海道教育委員会への報告 

　　道立推薦要項の「14 北海道教育委員会への報告」に準じる。ただし、「教育局」を「三笠市

教育委員会学校教育課及び教育局」に読み替えるものとする。 

 

 

14　そ　 の　 他 

　　道立推薦要項の「15 その他」に準じる。 

　　ただし、「学校教育局学力向上推進課長」は「三笠市教育委員会学校教育課長及び学校教育局

学力向上推進課長」に読み替えるものとする。 

 

 

 

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「15 その他」の【留意事項】に準じる。
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令和 8年度北海道三笠高等学校地域指定校推薦入学者選抜実施要項 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 7年 11月 教育長決定） 

 

 

　この要項（以下「地域指定校推薦要項」という。）は、市内生徒の入学を促進することにより、

将来の地域振興につながる市内出身者の人材確保を目的に実施する令和８年度の北海道三笠高等学

校の地域指定校推薦による入学者の選抜の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１　出 願 資 格 

　　次の各号に該当する者とする。 

(1)  地域指定校（三笠市立三笠中学校、三笠市立萱野中学校）を令和８年３月卒業見込みで、本 

校を第１志望とし、出願学科、コースへの入学を確約できる者 

(2)  三笠市で２年以上の居住実績がある者 

(3)  中学校からの推薦を受けた者 

(4)  学業において優秀な成績を収める者 

(5)  中学校時に顕著な活動歴や実績が認められる者 

 

 

２　地 域 指 定 校 

　　対象となる地域指定校は、三笠市立三笠中学校及び三笠市立萱野中学校とする。 

 

 

３　地域指定校推薦による入学者の範囲 

　　地域指定校から出願できる人数は、調理師コース・製菓コースの各コースにおいて、募集人員

の５％程度の数とする。 

 

 

４　地域指定校からの出願可能人数 

　　調理師コース１名、製菓コース１名とする。 

 

 

 【留意事項】 

　北海道三笠高等学校一般入学者選抜実施要項（以下「三笠一般要項」

という。）、北海道三笠高等学校推薦入学者選抜実施要項（以下「三笠

推薦要項」という。）、道立高等学校一般入学者選抜実施要項、道立高

等学校推薦入学者選抜実施要項（以下「道立推薦要項」という。）、連

携型中高一貫教育を実施する道立高等学校入学者選抜実施要項、北海道

有朋高等学校入学者選抜実施要項及び道立高等学校への道外からの出願

に係る入学者選抜実施要項並びに市町村立高等学校の入学者選抜実施要

項により出願した者は、同時にこの要項により出願することはできな

い。
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５　出 願 の 受 付 

　　道立推薦要項の「４ 出願の受付」に準じる。 

 

 

６　出 願 の 手 続 

　(1) 出願できる学科 

　　　全日制課程 食物調理科　調理師コース又は製菓コースとする。 

　　　なお、第２志望を志望することはできない。 

　(2) 出願書類の提出及び受付 

　　ア　出願者の手続 

　　　　出願者は、次の書類を、現に在学している中学校の校長（以下「中学校長」という。）を

経由して、北海道三笠高等学校の校長（以下「高等学校長」という。）に提出すること。 

　　　(ｱ) 入学願書 

　　　　　道立推薦要項の「５　出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」「ア　出願者の

手続」「(ｱ)入学願書（ウェブ申請用）」に準じる。ただし、入学検定料に関しては該当し

ない。 

　　　(ｲ) 入学検定料 

　　　　　三笠市立高等学校入学料等条例（平成 22 年９月 30 日条例第 23 号）に定める金額

（2,200 円）を郵便為替（定額小為替）により入学願書に添えて提出すること。その際、

受取人指定欄には何も記入しないこと。 

　　　(ｳ) 写真台紙及び受検票 

　　　　　道立推薦要項の「５　出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」「ア　出願者の

手続」「(ｲ)写真台紙（ウェブ出願用）」及び「(ｳ)受験票（ウェブ申請用）」に準じる。　 

　　(ｴ) 自己推薦書（地域指定校推薦要項の別記様式１による。） 

　　イ　中学校長の手続 

　　　　中学校長は、次の書類を高等学校長に提出すること。 

(ｱ) 活動歴申告書（地域指定校推薦要項の別記様式２による。） 

(ｲ) 地域指定校推薦入学出願者一覧表（地域指定校推薦要項の別記様式３による。）　 

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「４ 出願の受付」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2) 出願書類の提出及び受付」

のアの(ｱ)の【留意事項】に準じる。 

　なお、「出願学科」では、志望するコース名を選択すること。また、

「第２志望」「第３志望」は「－（第２志望なし）」「－（第３志望な

し）」を選択すること。

 【留意事項】 

　(ｴ)の用紙は、出願者本人が北海道三笠高等学校のウェブページから様

式をダウンロードした上で、必要事項を入力又は記入し作成すること。

 【留意事項】 

　入学願書、写真台紙及び受検票、自己推薦書、活動歴申告書、地 

域指定校推薦入学者一覧表は、出願時に一括して提出すること。 

　なお、活動歴申告書及び地域指定校推薦入学出願者一覧表の用紙は、

北海道三笠高等学校ウェブページから様式をダウンロードした上で、中
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　　　(ｳ) 個人調査書（令和８年（2026 年）２月３日（火）正午までに提出すること。） 

ウ　高等学校長の手続 

　　　　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2)出願書類の提出及び受付」のウに準じる。 

 

 

７　出願状況の発表 

　　道立推薦要項の「６出願状況の発表」に準じる。 

 

 

８　出 願 変 更 

　　道立推薦要項の「７ 出願変更」に準じる。 

 

 

９　面　接　等 

　　道立推薦要項の「８ 面接等」に準じる。 

 

 

10　選 抜 の 方 法 

　　高等学校長は「入学者選抜委員会」などで、次に示す資料を総合的に評価し、合格内定者を決

定すること 

　(1) 出願者から提出された自己推薦書 

　(2) 中学校長から提出された個人調査書 

　(3) 活動歴申告書 

　(4) 面接の結果 

 

 

11　合格内定者の通知及び入学の確約 

　　道立推薦要項の「10 合格内定者の通知及び入学の確約」に準じる。 

 

 

12　合格内定者数の発表 

　　道立推薦要項の「11 合格内定者数の発表」に準じる。 

 

 学校において作成すること。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「５ 出願の手続」の「(2) 出願書類の提出及び受付」

のウの【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「８ 面接等」の【留意事項】に準じる。ただし、「学

校教育局学力向上推進課長と協議する」を「三笠市教育委員会学校教育

課長及び学校教育局学力向上推進課長と協議する」とする。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「10 合格内定者の通知及び入学の確約」の【留意事

項】に準じる。
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13　再　出　願 

　　道立推薦要項の「12 再出願」に準じる。 

 

 

14　合 格 発 表 

　　道立推薦要項の「13 合格発表」に準じる。 

 

 

15　三笠市教育委員会及び北海道教育委員会への報告 

　　道立推薦要項の「14 北海道教育委員会への報告」に準じる。 

ただし、「教育局」を「三笠市教育委員会学校教育課及び教育局」に読み替えるものとする。 

 

 

16　そ　 の　 他 

　　道立推薦要項の「15 その他」に準じる。 

　　ただし、「学校教育局学力向上推進課長」は「三笠市教育委員会学校教育課長及び学校教育局

学力向上推進課長」に読み替えるものとする。 

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「12 再出願」の【留意事項】に準じる。ただし、入学

検定料の取扱いについては、三笠一般要項の「５出願の手続き」(1)のイ 

入学検定料に準じる。また、再出願する場合は、再出願願（道立推薦要

項別記様式９）及び再出願通知書（道立推薦要項別記様式 11）の学科の

欄に、（ ）書きでコース名も記入すること。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「13 合格発表」の【留意事項】に準じる。

 【留意事項】 

　道立推薦要項の「15 その他」の【留意事項】に準じる。
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地域指定校推薦要項 別記様式１ 

※受検番号  

 

自己推薦書（地域指定校受検者用） 

令和  年  月  日

 北海道三笠高等学校長 様 

 

                 在籍中学校名 

                 出願者署名 

 

 私は、貴校の全日制の課程の食物調理科へ、次の理由により自己推薦します。 

 

１ 入学を志望する理由や抱負について 

 （この学校に入学したい理由や入学してから自分がしたいと思うことなどについて、この学校の

スクール・ポリシーを踏まえて記入してください。） 

 

 

２ 中学校の各教科（選択教科を含む。）や総合的な学習の時間における学習について 

 （中学校で学習したことについて、自分が特にアピールしたいことを具体的に記入してください。）

 

 

在籍中学校名 

出願者署名
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３ 中学校在学中における学校内外の諸活動について 

 （中学校生活の中で、学級活動、生徒会活動、学校行事、部活動、ボランティア活動、取得した資

格や検定結果、その他の活動等を通して学んだこと、自分が特にアピールしたいことなどを具体

的に記入してください。） 

 

 

４ 自分の将来像について 

 （この学校を卒業後、どのような将来像を抱いているのか、地元三笠市の地域振興にどのように

貢献するのかなど、自分の将来像について具体的に記入してください。） 

 

 

 (注) １ 出願者が記入、作成してください。 

    ２ 様式は日本産業規格Ａ４縦型で、長辺を綴じられるように両面印刷（左開き）をして作成し

てください。なお、「出願者署名」の欄以外についてはパソコンにより入力し、印刷してもよ

いですが、欄の大きさ等を変更しないでください。また、文字のフォントはＭＳ明朝、大きさ

は 10.5 ポイントを基本としますが、大きさについては出願者の任意とします。 

    ３ ※印の欄は記入しないでください。 
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地域指定校推薦要項 別記様式２ 

 

活動歴申告書 

                       中学校名 

                       校長名 

 

１ 中学校での活動について ※可能な限り正式名称を記述すること 

年 月 部活動・生徒会活動・その他課外活動 

   

   

   

   

   

   

 

２ 資格・各種検定 ※これまでに取得したもののうち、上位級のみ記述すること 

年 月 取得した資格・検定の名称 

   

   

   

   

   

   

 

 (注) １ パソコンにより入力し、印刷してもよいですが、文字のフォントはＭＳ明朝、大きさは 10.5

ポイントを基本とします。 

    ２ 記入欄が足りない場合は、行を増やしてもよいです。行が増え、複数枚になった場合は、日

本産業規格Ａ４縦型で、長辺を綴じられるように両面印刷（左開き）をして作成してください。

中 学 校 名 

校 長 名
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地域指定校推薦要項 別記様式３ 

 

地域指定校推薦入学出願者一覧表 

                       中学校名 

                       校長名 

 

 

番号 出願コース 出願者氏名 備考 

    

    

    

    

    

    

 

 

中 学 校 名 

校 長 名
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三笠市立高等学校通学区域規則 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成 24年 3月 30 日教委規則第 7号) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　平成 26 年 3 月 28 日教委規則第 5号 

 

　(趣旨) 

第 1条　この規則は、三笠市立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域に関し必要な事

項を定める。 

　(通学区域) 

第 2条　高等学校の就学に係る通学区域は、北海道内全域とする。 

　(入学後に変更があった場合の特例) 

第 3条　高等学校の入学を許可された者は、その保護者が入学後に第 2条に規定する通学区域以外

の地域に住所を変更した場合であっても、前条の規定にかかわらず、なお市立高等学校の通学区

域内にその住所を有する者とみなす。 

　(委任) 

第 4条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

　　　　附　則 

　この規則は、平成 24年 4月 1日から施行し、同日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域

から適用する。 

 

　　　　附　則(平成 26年 3月 28 日教委規則第 5号) 

　この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。 


